
１　木材産業等高度化推進資金とは

木材の生産や加工・流通の事業を行う方々が、経営の合理化や事業規模の拡大などを行う際に利用できる資金です。

主な資金の概要は表のとおりです。

制度の詳細や認定申請の手続き等については、お近くの農林事務所林業振興課普及係にお問い合わせください。

２　資金の概要（主なもの）

事業経営改善合理化資金

貸付限度額
利率

(保証なし)
利率

(保証付き)
償還期間

　　※利率はH31.1.15現在

３　借りるための手続き

　資金を借り入れるためには、経営の合理化や事業規模の拡大等についての計画を作成し、県知事の認定を受けることが
必要です。
　計画の認定を受けた後、県の指定する金融機関に認定書類を添えて、借入申込みを行ってください。
　金融機関において融資審査を行った後、必要な資金の貸付を受けることができます。

借入申込手続き

　　　　　　借入希望者

　　　　　① 認定申請

　　　　　　　　②　認 定

　　　     ③ 申込

　　　④ 貸付

素材生産等促進資金
（運転資金）

1.30%
～

1.60%
１年以内

0.90%
～

1.20%

木材産業等高度化推進資金の概要

資金種類 資金内容 貸付対象者
貸付条件

　立木購入代金、素材生産を行う
ための作業道開設又は改良に必
要な費用、集運材のための機械・
施設の使用料、作業労賃、作業委
託費、施業集約化に係る経費
　素材の購入代金及び素材の引
取に必要な輸送費
　製材等の購入代金及び製材等
の引取に必要な輸送費

森林組合、
森林所有者、
素材生産業
者、木材製造
業者、木材卸
売業者、木材
市場開設者な
ど

１億円

合理化計画の作成 県

指定金融機関


